
働き方・休み方改善コンサルタント
無料相談のご案内

経験豊富な社会保険労務士の資格をもつ

働き方・休み方改善コンサルタントが
お悩みやご要望に

無料でアドバイスいたします！

お問い合わせ先：千葉労働局雇用環境・均等室分室
〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館本館５階
☎０４３－３０６－８５５８

＊コンサルタントに相談したことを契機として、労働基準監督署が立入調査を行う
ことはありませんので、お気軽にご利用下さい。秘密は厳守いたします。

お申し込みは、裏面の個別相談申込書にてお願いいたします。

【メールアドレス】



個 別 相 談 申 込 書

令和 年 月 日

千葉労働局 雇用環境・均等室 あて

働き方・休み方改善コンサルタントによる個別相談（訪問又は来局）
によるアドバイスを申し込みます。

事業場名称

所 在 地

電話番号 （ ）
メール
アドレス

担 当 者
職 氏 名

職名 氏名

事業内容 労働者数 人

相談事項

※ 労働時間制度の見直し等具体的に記入してください。

【個別相談の希望日時】
（日程調整の都合上、希望日時は申込日から1週間以上あけて下さい。）

第一希望 令和 年 月 日 午前 ・ 午後
第二希望 令和 年 月 日 午前 ・ 午後
第三希望 令和 年 月 日 午前 ・ 午後

「個別相談申込書」は千葉労働局雇用環境・均等室あてメール又は郵送して下さい。

メールアドレス 12kokin-shidou@mhlw.go.jp
郵送先 〒260-8612千葉市中央区中央4－11－1 千葉第二地方合同庁舎２階
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